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公立大学法人広島市立大学事務分掌規程 

平成22年４月１日 

規 程 第 ５ 号 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、公立大学法人広島市立大学定款（以下「定款」という。）、公

立大学法人広島市立大学組織規則（平成22年公立大学法人広島市立大学規則第１

号。以下「組織規則」という。）及び広島市立大学学則（平成22年公立大学法人

広島市立大学学則第１号。以下「学則」という。）に定めるもののほか、公立大

学法人広島市立大学（以下「法人」という。）及び法人が設置する広島市立大学

（以下「大学」という。）の事務を遂行するため必要な組織について定めるもの

とする。 

 （組織の構成等） 

第２条 前条の組織を構成する内部組織、分掌事務及び職制については、定款、組

織規則及び学則で別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。ただ

し、臨時的な事務を遂行するために設けるものについては、この限りでない。 

 （内部組織） 

第３条 法人及び大学の所掌事務を遂行する内部組織を次のとおり設置する。 

 事務局 

   企画室 

   総務室 

   教務・研究支援室 

   学生支援室 

 （分掌事務） 

第４条 事務局企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 理事会、経営協議会及び教育研究評議会に関すること。 

 ⑵ 法人及び大学の運営に係る企画及び調整に関すること。 

 ⑶ 中期目標、中期計画及び年度計画に関すること。 

 ⑷ 自己評価に関すること。 

 ⑸ 秘書に関すること。 

 ⑹ 広報に関すること。 

 ⑺ 入学者の募集及び選考に関すること。 
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⑻ 入学検定料及び入学料に関すること。（研究生及び科目等履修生に係るもの

を除く。） 

⑼ 大学評価・ＩＲセンターに関すること。 

２ 事務局総務室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 職員の人事、給与、福利厚生及び安全衛生に関すること。 

 ⑵ ＳＤに関すること。 

 ⑶ 規程の制定及び改廃に関すること。 

 ⑷ 危機管理に関すること。 

 ⑸ 文書及び公印の管理の総括及び運用に関すること。 

 ⑹ 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

 ⑺ 入学式及び卒業式に関すること。 

 ⑻ 施設管理に関すること。 

 ⑼ 施設及び設備の整備に関すること。 

 ⑽ 事務の進行管理及び事務改善に関すること。 

 ⑾ 予算及び決算に関すること。 

 ⑿ 資金管理に関すること。 

 ⒀ 取引金融機関に関すること。 

 ⒁ 支出に係る審査に関すること。 

 ⒂ 現金（有価証券を含む。）及び基金の出納管理に関すること。 

 ⒃ 契約に関すること。 

 ⒄ 監査に関すること。 

 ⒅ 固定資産等の取得、管理及び処分の総括に関すること。 

 ⒆ 法人の経営分析に関すること。 

 ⒇ 前各号に掲げるもののほか、事務局他室の主管に属しない事項に関すること。 

３ 事務局教務・研究支援室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 教務に関すること。 

 ⑵ 学芸員資格の取得及び教育職員免許に関すること。 

 ⑶ 研究生、科目等履修生及び特別聴講学生に関すること。 

 ⑷ 学位論文審査手数料に関すること。 

 ⑸ ＦＤに関すること。 

 ⑹ 学部、研究科及び広島平和研究所の運営支援に関すること。 
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 ⑺ 学部及び広島平和研究所の教授会並びに研究科委員会に関すること。 

 ⑻ 教育研究費に関すること。 

 ⑼ 図書館資料の収集、整理及び保存並びに利用に関すること。 

⑽ 広島平和研究所、附属図書館、国際センター（語学センターに係るものに限

る。）、情報処理センター、芸術資料館及び教育基盤センターに関すること。 

４ 事務局学生支援室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 学生に関すること。 

 ⑵ 入学料（大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）に

係るものに限る。）及び授業料に関すること。 

⑶ 奨学金に関すること。 

 ⑷ 学生寮及び国際学生寮に関すること。 

⑸ 国際センター（語学センターに係るものを除く。）、キャリアセンター及び 

心と身体の相談センターに関すること。 

 ⑹ 後援会及び同窓会の支援に関すること。 

 （職制） 

第５条 事務局に事務局長を置き、必要があるときは、事務局に事務局次長及び担

当部長を置く。 

２ 室に室長を置き、必要があるときは、室に担当室長、主幹、専門員又は室長補

佐を置く。 

３ 室に主任を置き、必要があるときは、主査又は主任技師を置く。 

 （事務分担) 

第６条 前条に定める職員以外の職員の事務分担は、所属長が定める。 

 （関連する事務の分掌） 

第７条 ２以上の組織に関連する事務は、最も関係の深い組織において分掌するも

のとする。 

２ 前項に規定する組織は、関連する組織と相互に連携して事務を遂行しなければ

ならない。 

 （委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、法人及び大学の事務組織に関し必要な事項

は、別に定める。 

   附 則 
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 この規程は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


